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２ 重点整備地区及び生活関連施設・生活関連経路（案） 

2.1 文京区におけるバリアフリー基本構想の進め方 

区全域の方針を示すバリアフリー基本構想を先に作成し、順次地区別の重点検討（地区別計画）

を行います。 

①平成 27 年度に「文京区バリアフリー基本構想」を策定します。 

平成 27 年度の文京区バリアフリー基本構想では、バリアフリー法に基づき、重点整備地区、

生活関連施設及び生活関連経路、移動等円滑化に関する事項などの基本的事項を定めます。 

また、平成 37 年度を目標年次とした事業の具体化に向けた基本的な考え方として、地区別の

方針を定め、平成 28 年度以降の地区別計画作成を見据えたバリアフリー基本構想策定後の進め

方について示します。 

②平成 28 年度以降に「文京区バリアフリー基本構想に基づく地区別計画」を作成します。 

文京区バリアフリー基本構想では、特定事業等の実施に向けた基本的な事項及び進め方を定めて

います。平成 28年度以降は、このバリアフリー基本構想に基づき、地区別の具体的な検討を行い、

必要に応じて施設・経路の追加を行い、バリアフリー法に基づく特定事業計画をとりまとめます。

検討段階においては、区民参加により具体的な課題抽出を行うとともに、関係事業者との調整を図

ります。 

③平成 29 年度以降に特定事業等を実施します。 

地区別計画に基づき、バリアフリー基本構想の目標年次である平成 37 年度に向けて各施設設

置管理者が特定事業を実施します。事業実施段階においても区民参加が図られるように、各施設

設置管理者へ働きかけていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 文京区バリアフリー基本構想の進め方 
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2.2 重点整備地区の基本的な考え方 

①区全域を重点整備地区とします。（第１回協議会提示資料より抜粋） 

［配置要件］区全域が駅からの徒歩圏であり、区境に接した JR 駅も含め、多様な移動・利用が想定 

［課題要件］区共通の課題、地域性（坂道の多さ、病院、大学の立地等）を踏まえたバリアフリー対応 

［効果要件］幹線道路の連続性に配慮した整備推進 

これらの状況を踏まえ、文京区は区域が比較的小さいことからも、区全体に共通するバリアフ

リー課題を検討することが重要と考えられます。 

また、区の地域特性を踏まえた構想とすること、重点整備地区の要件としておおよそ 400ha

未満とされている（国の基本方針）ことから、都市マスタープランの 5地区それぞれを法に基づ

く重点整備地区として設定することとします。 

 

②高齢者、障害者等の利用が想定される施設を生活関連施設として指定します。 

生活関連施設は、「高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公

庁施設、福祉施設その他の施設」とバリアフリー法で定義されています。 

文京区の特徴として病院や大学等の広域施設が挙げられますが、地域活動センターや高齢者あ

んしん相談センター、児童館等の地域施設が全区的に配置されていることも特徴となっています。 

 

※「高齢者、障害者等」は、法律の解説においては「高齢者、障害者、妊産婦、けが人等」とされ

ていますが、ベビーカー利用者等、子育てをしている人も移動や施設の利用に制約があることか

ら、対象者として今後の検討を進めていきます。 

 

このように文京区には、区外からの来訪者も多く訪れる広域施設（主に鉄道駅等の公共交通機

関でのアクセスが想定）と、地域住民の活動やコミュニティの場等として利用される地域施設（主

に徒歩やバス等でのアクセスが想定）があり、これらの施設が高齢者や障害者等の多様な区民等

に利用されています。このような状況を踏まえ、以下に示す生活関連施設の設定の考え方に基づ

き生活関連施設を設定します。 

なお、指定した生活関連施設は特定事業の対象施設となりますが、特定事業の実施については、

地区別計画の作成段階において施設設置管理者と協議し、実現可能な項目については特定事業計

画を位置づけバリアフリー化を推進していきます。 

以下に、生活関連施設の設定の考え方を示します。 
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表 生活関連施設の設定の考え方 

種別 抽出する施設 抽出の考え方 

鉄道駅 全ての鉄道駅 

3,000 人/日以上が利用する

特定旅客施設を抽出（区内の

鉄道駅は全て該当） 

公共（窓口）

施設 

区役所・地域活動センター・ 

郵便局（ゆうゆう窓口のある大店舗） 

公共性が高く、高齢者・障害

者等、多数の利用者が見込ま

れる施設を抽出 

集会施設 
交流館・区民センター他 

地域利用スペースのある公共施設 

福祉施設 
高齢者・障害者・子育て支援施設 

社会福祉協議会 等 

保健施設 

・病院 

保健サービスセンター・ 

総合病院（病床数１００床以上） 

文化・教養・

教育施設 

教育センター・大学（ホール等を有するもの）・

特別支援学校・生涯学習施設・図書館・ミュージ

アム（概ね 500㎡以上）・スポーツ施設 等 

大規模店舗 店舗面積が 1,000㎡以上の大規模小売店舗 

公共性が高く、大規模小売店

舗立地法の適用対象面積の

施設を抽出 

宿泊施設 客室数５０以上のホテル又は旅館 

バリアフリー法でバリアフ

リールームの設置義務が課

せられる施設を抽出 

都市公園等 １ｈａ以上の公園・運動場 等 

都市公園や運動場、植物園な

どのうち、大規模で近隣又は

広域からの利用が見込まれ

るものを抽出 

その他 協議会や区民意見を踏まえて抽出する 
 

※主な駐車場は建築物に付随していると想定し抽出しない  
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③区全域のネットワークを考慮した生活関連経路を指定します。 

生活関連経路は、「生活関連施設間の経路」とバリアフリー法で定義されています。 

文京区の生活関連施設の配置状況を俯瞰すると、主要な幹線道路沿道に鉄道駅や公共施設、病

院、大学、商業施設等の広域施設等が立地し、生活関連施設間の経路として重要な歩行者ネット

ワークとなっています。 

また、幹線道路に囲まれた街区内においても、福祉施設や地域活動センター等の地域施設等が

配置されており、主要な生活道路沿道やその近傍に立地しています。 

これらの経路は、文京区都市マスタープランの道路・交通ネットワーク方針に位置づけられて

おり、主要幹線道路、生活幹線道路、主要生活道路として安全で快適な道路網の整備などを進め

ることとしています。 

これらの主要な経路と生活関連施設を結ぶ経路や、生活関連施設同士を結ぶ経路などのネット

ワーク化を図ることにより、広域的なアクセス利用や地域的な回遊利用まで有機的に結びつくこ

とになり、利便性の高い歩行者ネットワークが構築されます。 

上記を踏まえ、以下の考え方に基づき生活関連経路を設定し、バリアフリー化を推進します。 

 

表 生活関連経路の設定の考え方 

種別 対象路線 考え方 事業推進の考え方 

1 次 

経路 

国道・都道 

主要幹線道路（区道） 

歩行者ネットワークの根

幹となる経路 

移動等円滑化基準に留

意し整備推進 

「移動等円

滑化に関す

る事項」に

配慮し整備

推進 

2 次 

経路 

生活関連施設に関わる 

主要生活道路（区道） 

１次経路から派生するネ

ットワークとなる経路 

安全で快適な道路環境

の整備推進 

3 次 

経路 

生活関連施設までの 

区道 

1 次、2 次経路から生活

関連施設までの経路 

安全で快適な道路環境

の形成と案内の充実等 

なお、３次経路は、１次経路からの経路を優先的に設定（２次経路経由で最短で行ける場合は

その経路を設定）することを原則とし、１次経路からの設定が適切でない場合（延長が長い、階

段になっている等）は、２次経路から設定するものとします。具体の経路設定にあたっては、地

域懇談会等での意見を踏まえ、利用が想定される経路を優先して設定することに配慮します。 
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重点整備地区図 
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［参考］ 台東区バリアフリー基本構想の重点整備地区 

 

特徴１：区全域を重点整備地区に指定しています。 

 メリット：区全域の歩行者ネットワークが形成されています。 

 

特徴２：地区間を結ぶ生活関連経路を指定しています。 

 メリット：区全域として連続的な歩行者ネットワークが確保されています。 

 

特徴３：区外の旅客施設や生活関連経路との連続性を意識した経路を設定しています。 

 メリット：区外と連続したネットワークが形成されます。 

 

 

 

 


